
平成３１年度和歌山県食品衛生監視指導計画の実施結果概要

和歌山県では、食品衛生法第24条の規定により、「平成３１年度和歌山県食品衛生監視指導

計画」を定め、県内で産出及び流通する食品・食品添加物・器具・容器包装等（以下「食品等」と

いう。）の安全性を確保するため、計画に基づき監視指導を実施しました。

【実施期間】 平成31年４月１日から令和２年３月31日まで

【実施内容】

１ 食品営業施設等の監視指導結果

各県立保健所（支所）に食品衛生監視員を配置し、食品営業施設等に対し、延べ12,882件

の監視指導を実施し、食品の衛生的な取扱いなどの指導を行いました。

また、このうち延べ17件の違反が発見されました。違反が発見されたもののうち食中毒が

発生した４施設の事業者には、被害の拡大を防止するため営業停止命令を行うとともに、原

因となった食品や発生機序を究明し再発防止措置を講じました。

２ 食品等の検査結果

県内で産出又は流通している食品を収去又は買い上げにより、保健所、環境衛生研究セ

ンター及び登録検査機関で検査を実施しました。

平成31年度は、1,505検体について、36,717項目の検査を実施しました。（表１）

このうち５件の違反が確認されたことから行政指導等を行い改善を図りました。

（表１）平成31年度食品等の検査結果概要

検査数 検査項目数 違反数

残留農薬検査 110 30,414 1

食品添加物検査 260 1,500 2

残留動物用医薬品等検査 230 3,090 -

アレルギー物質検査 20 20 -

流通食品の微生物検査 522 944 2

有害物質検査、成分検査、その他 363 749 -

３ 一斉監視指導の実施結果

細菌性食中毒が多発する夏期、行楽客が多い秋の行楽シーズン、食品の流通量が増加す

る年末に、本県の実情を踏まえた監視指導を重点的に実施しました。

(１) 夏期一斉取締り（令和元年７月１日から７月31日まで）

夏期に多発する細菌性の食中毒等の防止を図るために大量調理施設等、1,287施設

への監視指導を実施しました。

(２) 秋の行楽期の一斉監視指導（令和元年９月２日から10月31日まで）

観光客が増加する秋の行楽シーズンに、ホテル、旅館等の調理施設等、1,871施設へ

の監視指導を実施しました。

(３) 年末一斉取締り（令和元年12月２日から12月27日まで）

食品の流通量が増加し、また、冬期に多発するノロウイルスによる食中毒の防止を図

るため、1,850施設への監視指導を実施しました。



４ 食中毒の発生状況
平成31年度における食中毒発生状況は、７件（うち２件は和歌山市）発生し、患者数が81名

（うち５名は和歌山市）でした。（表２）
これら食中毒発生時には、関係部局と連携をとりながら迅速に原因を究明し、被害の拡大

を防止するとともに発生の機序を解明し、再発防止措置を指導しました。

（表２）平成31年度食中毒発生の概要
病因物質 発生数 患者数（名） 原因食品 原因施設

カンピロバクター 4 19 不明 飲食店

ノロウイルス 1 59 不明 飲食店

アニサキス 1 2 さばのきずし 飲食店

テトロドトキシン 1 1 フグ 家庭

５ 食品事業者に対する自主的な衛生管理の実施状況

(１) ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入支援

2021年からすべての食品事業者に求められるＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入

支援として講習会等を開催。（開催実績：計102回開催、1,457名受講）

(２) 和歌山県生鮮食品衛生管理システム認証制度

生産者等の自主衛生管理やＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の取組を評価する制度。

認証施設数（令和元年度末現在）：鶏卵２施設、養殖マダイ５施設、養殖クロマ

グロ２施設、養殖クエ１施設

(３) 和歌山県食品衛生管理認定制度

食品を製造・加工・調理を行う食品関係事業者のＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の

取組を評価する制度。

認定事業者数(令和元年度末現在）：ＨＡＣＣＰシステム推進営業20事業者、Ｈ

ＡＣＣＰシステム導入営業17事業者、一般的衛生管理プログラム推進営業57事業者

(４) 和歌山県食品の流通及び販売における衛生管理届出制度

流通及び販売事業者の自主衛生管理の取組を評価する制度。

令和元年度末現在、80事業者に届出済証を交付。

６ 県民等とのリスクコミュニケーションや、情報提供の実施状況

（１） 県民からの意見聴取や県民との意見交換

・食の安全県民会議 第43回（８月21日）、第44回（２月12日）

・食の安全意見交換会 １月15日（参加者：20名、内容：健康食品に関する情報提供）

・食の安全シンポジウム ２月２日（参加者：86名、内容：ゲノム編集技術応用食品）

（２） 県民及び食品事業者への情報提供

・「手洗い教室」や「食中毒予防講習会」等（消費者対象） 43回実施 1,557名が受講

・食中毒予防やＨＡＣＣＰ関連の講習会（事業者対象） 212回実施 4,812名が受講

７ 食中毒注意報の発令

（１） 夏季における食中毒注意報（６月～９月）

注意報発令回数：３回 （１回目：７月31日～８月１日、２回目：８月10日～11日、３回

目：９月７日～８日）

（２） 冬季におけるノロウイルス食中毒注意報（11月～翌年３月）

注意報発令回数：１回 （12月26日～１月23日）


